
北海道強靱化計画　今後推進するべき施策（施策プログラム）修正・新規追加一覧表

番号 リスク
シナリオ

現行計画の施策プログラム 次期計画施策プログラム（案） 修正理由

1 １－１

（建築物等の老朽化対策）
○　公共建築物等の老朽化対策について、
各施設管理者が策定する個別施設ごとの長
寿命化計画等に基づいて、計画的な維持管
理や施設の更新を実施する。［国、道、市
町村］《道内》

（建築物等の老朽化対策）
○　学校施設や公共建築物等の老朽化対策
について、各施設管理者が策定する個別施
設ごとの長寿命化計画等に基づいて、計画
的な維持管理や施設の更新を実施する。
［国、道、市町村］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

2 １－１

（緊急輸送道路等の整備）
○　救急救援活動などに必要な市街地等に
おける緊急輸送道路や避難路等について、
無電柱化を含め、計画的な整備を推進す
る。［国、道、市町村］《道内》

（緊急輸送道路等の整備）
○　救急救援活動などに必要な市街地等に
おける緊急輸送道路や避難路等について、
優先的な無電柱化を含め、計画的な整備を
推進する。［国、道、市町村］《道内》

脆弱性評価結果
の反映

3 １－２

（警戒避難体制の整備等）
○　土砂災害による被害の低減に向け、基
礎調査の結果を基に土砂災害警戒区域等の
指定やハザードマップの作成を促進すると
ともに、避難の実効性を高めるための情報
発信の強化を進める。［国、道、市町村］
《道内

○　土砂災害による被害の低減に向け、基
礎調査の結果を基に土砂災害警戒区域等の
指定やハザードマップの作成を支援すると
ともに、避難の実効性を高めるための情報
発信の強化を進める。［国、道、市町村］
《道内

修文・文言修正
等
軽微

4 １－２

（砂防施設等の整備、老朽化対策）
○　常時観測９火山に対する「火山噴火緊
急減災対策砂防計画」の策定を推進すると
ともに、関係機関の連携の下、同計画に基
づく砂防対策を計画的に推進する。［国、
道］《道内》

（砂防施設等の整備、老朽化対策）
○　常時観測９火山に対する「火山噴火緊
急減災対策砂防計画」に基づき、関係機関
の連携の下、砂防対策を計画的に推進す
る。［国、道］《道内》

計画策定等の進
捗に伴う修正

5 １－２

○　道内における山地災害危険地区を対象
に、緊急性などの観点から、老朽化対策も
含めた治山施設の整備と森林の維持造成を
計画的に推進する。［国、道］《道内》

○　山地災害危険地区の危険度や荒廃状況
等を考慮しながら、治山施設の整備と森林
の維持造成を計画的に推進する。既存治山
施設ついては、道が策定した個別施設計画
に基づき、維持管理や更新など必要な対策
を実施するとともに、山地災害危険地区等
の周辺森林においては、適切な造林・間伐
等により根茎の発達を促し、災害に強い森
林づくりを推進する。［国、道］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

6 １－３

（津波避難体制の整備）
○　国が検討を進めている太平洋沿岸にお
ける断層モデルなどの科学的知見をもと
に、最大クラスの津波を想定した新たな津
波浸水想定の設定を順次行うとともに、津
波浸水想定を踏まえた津波災害警戒区域の
指定を推進する。［道］《道内》

（津波避難体制の整備）
○　津波浸水の挙動に影響を与えるような
状況の変化があった場合には、津波浸水想
定および津波災害警戒区域の見直しを適時
に実施する。
　［道］《道内》

計画策定等の進
捗に伴う修正

7 １－３

○　市町村における津波ハザードマップ及
び津波避難計画について、未策定地域の策
定を促進するとともに、新たな津波浸水想
定及び津波災害警戒区域の指定等に併せ、
現行のハザードマップや避難計画の改訂を
促進する。［道、市町村］《道内》

○　市町村における津波ハザードマップに
ついて、新たな津波浸水想定に対応したハ
ザードマップとなるよう必要な改訂を促進
する。［道、市町村］《道内》
○　市町村における津波避難計画につい
て、未策定地域の策定を促進するととも
に、新たな津波浸水想定に対応した避難計
画となるよう必要な改訂を促進する。
［道、市町村］《道内》

計画策定等の進
捗に伴う修正

8 １－３ －

○　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特
別措置法に基づき、特別強化地域に指定さ
れた市町が津波避難対策緊急事業計画に位
置づけた津波避難施設等の整備を促進す
る。［道、市町村］《道内》

新規追加

資料２－２
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9 １－３

（海岸保全施設等の整備）
○　海岸保全施設の整備については、関係
機関との連携のもとで、海岸堤防などの施
設整備を計画的に行うとともに、個別施設
ごとの長寿命化計画等に基づく老朽化対策
や施設の維持管理を適切に実施する。ま
た、高潮浸水シミュレーションを行い、北
海道沿岸における高潮浸水想定区域の指定
等を推進する。［国、道］《道内》

（海岸保全施設等の整備）
○　海岸保全施設の整備については、関係
機関との連携のもとで、海岸堤防などの施
設整備を計画的に行うとともに、個別施設
ごとの長寿命化計画等に基づく老朽化対策
や施設の維持管理を適切に実施する。
［国、道］《道内》

計画策定等の進
捗に伴う修正

10 １－３

○　津波の減衰効果のある海岸防災林につ
いて、モデル地区において検討した効果的
な手法を踏まえた整備を推進する。［道］
《道内》

○　津波の減衰効果のある海岸防災林につ
いて、北海道海岸防災林整備基本方針に基
づき、拡幅が可能な箇所については、でき
る限り林帯幅を確保するとともに、新たな
工法の実施を検討し計画的に整備を推進す
る。［道］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

11 １－４

（洪水・内水ハザードマップの作成）
○　洪水ハザードマップ等作成の基礎資料
となる想定最大規模降雨に基づく洪水浸水
想定区域図について、河川整備の進捗等に
応じた見直しを適時に実施し、市町村に提
供するほか、市町村の洪水ハザードマップ
や水害対応タイムラインの作成、これらを
活用した防災訓練等の実施を促すととも
に、避難の実効性を高めるための情報発信
の強化を進める。［国、道、市町村］《道
内》

（洪水・内水ハザードマップの作成）
○　洪水ハザードマップ等作成の基礎資料
となる想定最大規模降雨に基づく洪水浸水
想定区域図について、河川整備の進捗等に
応じた見直しを適時に実施し、市町村に提
供するほか、市町村の洪水ハザードマップ
や水害対応タイムラインを活用した防災訓
練等の実施を促すとともに、避難の実効性
を高めるための情報発信の強化を進める。
［国、道、市町村］《道内》

計画策定等の進
捗に伴う修正

12 １－４

○　国の作成した「内水ハザードマップ作
成の手引き（案）」や近年の内水被害の発
生状況等を踏まえ、市町村の内水ハザード
マップの作成及びハザードマップに基づく
防災訓練の実施を促進する。［道、市町
村］《道内》

○　国の作成した「内水ハザードマップ作
成の手引き（案）」や近年の内水被害の発
生状況等を踏まえ、市町村の内水ハザード
マップの作成への支援及びハザードマップ
に基づく防災訓練の実施を促進する。
［道、市町村］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

13 １－４

（ため池の防災対策）
○　大規模地震や豪雨等を起因としたため
池の決壊などによる二次災害の防止に向
け、対象となるため池の点検・診断を実施
し、点検結果に基づく対策を推進するとと
もに、防災重点ため池についてハザード
マップの作成を促進する。［国、道、市町
村］《道内》

（ため池の防災対策）
○　大規模地震や豪雨等を起因としたため
池の決壊などによる二次災害の防止に向
け、対象となるため池の点検・診断を実施
し、点検結果に基づく対策を推進する。
［国、道、市町村］《道内》

計画策定等の進
捗に伴う修正

14 １－５

（暴風雪時における道路管理体制の強化）
○　道路防災総点検を踏まえた要対策箇所
について、防雪柵や雪崩予防柵などの対策
工を重点的に実施するとともに、気象条件
の変化により新たな対策が必要な箇所等の
把握に努めるなど、計画的な施設整備を推
進する。［国、道、市町村］《道内》

（暴風雪時における道路管理体制の強化）
○　道路防災総点検を踏まえた要対策箇所
を中心に、防雪柵や雪崩予防柵など必要な
防雪施設の整備を重点的に継続するととも
に、気象条件の変化により新たな対策が必
要な箇所等の把握に努め、一層の効果的な
整備を推進する。［国、道、市町村］《道
内》

修文・文言修正
等
軽微

15 １－５

（除雪体制の確保）
○　各道路管理者の管理水準に基づく適切
な除排雪を推進するとともに、豪雪等の異
常気象時に備え、道路管理者間の情報共有
を図り、除雪車両や雪堆積場の迅速な確保
など相互支援体制を強化する。また、冬期
間の災害による被害の拡大を防ぐため、緊
急輸送道路や避難路の除雪を強化する。
［国、道、市町村］《道内》

（除雪体制の確保）
○　各道路管理者の管理水準に基づく適切
な除排雪を推進するとともに、豪雪等の異
常気象時に備え、立ち往生車両の対応な
ど、道路管理者間や関係機関との情報共有
を図り、除雪車両や雪堆積場の迅速な確保
など相互支援体制を強化する。また、冬期
間の災害による被害の拡大を防ぐため、緊
急輸送道路や避難路の除雪を強化する。
［国、道、市町村］《道内》

脆弱性評価結果
の反映
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16 ２－１

（自衛隊体制の維持・拡充）
○　道内外における大規模自然災害におい
て、救助・救援活動の中心として大きな役
割が期待される本道の自衛隊について、道
内各地に配備されている部隊、装備、人員
の維持・拡充に向け、道や市町村など関係
機関が連携した取組を推進する。［国、
道、市町村］《道内・道外》

（自衛隊体制の維持・拡充）
○　道内外における大規模自然災害におい
て、救助・救援活動の中心として大きな役
割が期待される本道の自衛隊について、道
内各地に配備されている部隊、人員の維
持・拡充に向け、道内市町村とともに連携
して取組む。［国、道、市町村］《道内・
道外》

修文・文言修正
等
軽微

17 ２－１

（救急活動等に要する情報基盤、資機材の
整備）
○　防災関係機関の災害対応能力の強化に
向け、災害関連情報を迅速、的確に収集
し、関係機関と情報を共有する警察ヘリコ
プター映像伝送システムなどの情報基盤の
整備を推進するとともに、災害用資機材等
の更新・配備を計画的に行う。［国、道、
市町村］《道内》

（救急活動等に要する情報基盤、資機材の
整備）
○　防災関係機関の災害対応能力の強化に
向け、災害関連情報を迅速、的確に収集
し、関係機関と情報を共有する警察ヘリコ
プター映像伝送システムや様々な先端技術
の導入などの情報基盤の整備を推進すると
ともに、災害用資機材等の更新・配備を計
画的に行う。［国、道、市町村］《道内》

脆弱性評価結果
の反映

18 ２－２

（保健所機能の充実）
○　災害時における感染症の発生や拡大を
防ぐための消毒、駆除等を速やかに行う体
制を整備するとともに、定期的な予防接種
の実施や避難場所における汚水対策など、
災害時の防疫対策を推進する。［国、道、
市町村］《道内》

（保健所機能の充実）
○　平時から市町村への情報提供による定
期的な予防接種の実施、災害時における感
染症の発生や拡大を防ぐための消毒、駆除
等を速やかに行う体制を整備するととも
に、災害時の避難場所における汚水対策な
ど防疫対策を推進する。［国、道、市町
村］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

19 ２－２

（被災時の保健医療支援体制の強化）
○　災害発生時に、保健医療福祉活動チー
ムの派遣調整、保健医療福祉活動に関する
情報の連携、整理及び分析等の保健医療福
祉活動の総合調整を行う「保健医療福祉調
整本部」の災害対応力の向上を図るため、
構成員相互による平時の連携等を推進す
る。また、支援活動の拠点となる現地保健
所の体制の更なる強化を図る。［道、民
間］《道内》

（被災時の保健医療支援体制の強化）
○　災害発生時に、保健医療福祉活動チー
ムの派遣調整、保健医療福祉活動に関する
情報の連携、整理及び分析等の保健医療福
祉活動の総合調整を行う「保健医療福祉調
整本部」の災害対応力の向上を図るため、
構成員相互による平時の連携等を推進す
る。また、支援活動の拠点となる現地保健
所の体制や、他都府県等からの受援体制な
どの更なる強化を図る。［道、民間］《道
内》

脆弱性評価結果
の反映

20 ２－２

（被災時の保健医療支援体制の強化）
○　災害拠点病院における備蓄燃料や水の
確保など改正後の指定要件への対応や施設
の耐震化を促進するとともに、広範囲で大
規模な停電が発生した場合に備え、緊急時
に必要な機能が維持できるよう医療機関の
自家発電設備等の整備を促進する。［国、
道、民間］《道内》

（被災時の保健医療支援体制の強化）
○　災害拠点病院における備蓄燃料や水の
確保、浸水対策など指定要件への対応や施
設の耐震化を促進するとともに、広範囲で
大規模な停電が発生した場合に備え、緊急
時に必要な機能が維持できるよう医療機関
の自家発電設備等の整備を促進する。
［国、道、民間］《道内》

脆弱性評価結果
の反映

21 ２－２

（災害時における福祉的支援）
○　社会福祉施設等と道との協定に基づ
き、災害時に福祉避難所等に必要な人材を
派遣する「北海道災害派遣ケアチーム」に
ついて、協定締結法人数の拡大など福祉的
対応に係る人的支援を強化する。［道、民
間］《道内》

（災害時における福祉的支援）
○　社会福祉施設等と道との協定に基づ
き、災害時に福祉避難所等に必要な人材を
派遣する「DCAT（北海道災害派遣ケアチー
ム）」について、協定締結法人数の拡大な
ど福祉的対応に係る人的支援を強化する。
［道、民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微
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現行計画の施策プログラム 次期計画施策プログラム（案） 修正理由

資料２－２

22 ２－２

○　災害時における福祉支援体制を整備す
るため、社会福祉協議会等の関係団体の参
画を得て、災害時要配慮者に対する福祉支
援を行う災害派遣福祉チームを組成する。
また、平時から必要な支援体制を確保でき
るよう、官民協働による災害福祉支援ネッ
トワークを構築するとともに、災害時の支
援を円滑に行うため、関係者の研修・訓練
を実施する。［道、民間］《道内》

○　災害時において社会福祉協議会等の関
係団体の参画を得て、「DWAT（災害派遣福
祉チーム）」による災害時要配慮者に対す
る福祉支援を行う。また、平時から必要な
支援体制を確保できるよう、官民協働によ
る災害福祉支援ネットワークを構築すると
ともに、災害時の支援を円滑に行うため、
関係者の研修・訓練を実施する。［道、民
間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

23 ２－３

（物資供給等に係る連携体制の整備）
○　沿岸部と内陸部など地理的に離れた市
町村間における「包括交流協定」の締結な
ど、災害時の連携も含め市町村の自主的な
地域間交流を深めるための取組を促進す
る。［道、市町村、民間］《道内》

（物資供給等に係る連携体制の整備）
○　沿岸部と内陸部など地理的に離れた市
町村間における「包括交流連携協定」の締
結など、災害時の連携も含め市町村の自主
的な地域間交流を深めるための取組を促進
する。［道、市町村、民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

24 ２－３

（非常用物資の備蓄促進）
○　大規模災害時において応急物資の供
給・調達に係る広域的な対応を図るため、
14の振興局ごとに備蓄整備方針を策定し、
振興局地域内での備蓄・調達体制を強化す
るとともに、振興局を越えた広域での物資
調達等の体制整備に取り組む。［道、市町
村］《道内》

（非常用物資の備蓄促進）
○　大規模災害時において応急物資の供
給・調達に係る広域的な対応を図るため、
振興局地域内での備蓄・調達体制を強化す
るとともに、国が運用する「物資調達・輸
送調整等支援システム」を活用した訓練を
道と市町村が連携して実施するなど、振興
局を越えた広域での物資調達等の体制整備
に取り組む。［道、市町村］《道内》

脆弱性評価結果
の反映

25 ２－３ －

〇　孤立する可能性のある地域等につい
て、積雪寒冷期による積雪等により、物資
運搬等に時間を要することも考慮し、他地
域からの応援がなくても対応できる量であ
る１週間程度の物資の備蓄をするなど、孤
立に強い地域づくりのため、備蓄体制の構
築を促進する。［道、市町村、民間］《道
内》

新規追加

26 ２－３ －

○　高付加価値コンテナによる備蓄につい
て、他自治体等における活用事例や検証結
果等を踏まえ、地域の備蓄体制や防災機能
の強化のため、市町村への整備を促進す
る。［道、市町村、民間］《道内》

新規追加

27 ２－４

○　災害対策基本法に基づいて指定される
指定緊急避難場所や指定避難所について、
整備の状況や収容人数、安全性、管理の状
況など、その適切性を確保するため、不断
の見直しを行うとともに、地域の実情に応
じた避難所運営マニュアルを作成し、自主
防災組織等の住民が主体となった運営体制
の構築に向けた支援を実施する。［道、市
町村］《道内》

○　災害対策基本法に基づいて指定される
指定緊急避難場所や指定避難所について、
整備の状況や収容人数、安全性、管理の状
況など、その適切性を確保するため、不断
の見直しを行うとともに、地域の実情に応
じた避難所運営マニュアルを作成し実践的
な訓練を行うなど、自主防災組織等の住民
が主体となった運営体制の構築に向けた支
援を実施する。［道、市町村］《道内》

脆弱性評価結果
の反映

28 ２－４ －

○ 被災市町村内で生活環境の整った避難所
が十分に確保できない場合に実施する広域
避難について、国の検証や制度改正の動き
を踏まえつつ、広域避難を実施する際の手
順や留意点等を検討する。［国、道、市町
村］《道内》《道外》

新規追加

4



北海道強靱化計画　今後推進するべき施策（施策プログラム）修正・新規追加一覧表

番号 リスク
シナリオ

現行計画の施策プログラム 次期計画施策プログラム（案） 修正理由

資料２－２

29 ２－４

（避難者等の生活環境の改善、健康への配
慮）
○　炊き出し等による適温食の提供や食物
アレルギーへの対応など避難者の健康面に
配慮した食事の提供、段ボールベッドの整
備、トイレ環境の向上など避難所における
良好な生活環境の整備を促進する。また、
車中など避難所以外への避難者への対応方
法を検討する。［道、市町村、民間］《道
内》

（避難者等の生活環境の改善、健康への配
慮）
○　炊き出し等による適温食の提供や食物
アレルギーへの対応など避難者の健康面に
配慮した食事の提供、段ボールベッドの整
備およびプライバシーに配慮したパーテー
ションの設置、トイレ環境の向上など避難
所における良好な生活環境の整備を促進す
る。また、国の手引きを踏まえ、車中など
避難所以外への避難者の生活環境の整備に
ついても促進する。［道、市町村、民間］
《道内》

脆弱性評価結果
の反映

30 ２－４ －

（避難住民の「こころのケア」体制の充
実）
○　災害時における精神保健活動の支援等
を行うＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チー
ム）の派遣体制の充実に向け、関係機関と
の調整やＤＰＡＴ構成員の資質向上のため
の研修等を実施する。［道、市町村、民
間］《道内》《道外》

新規追加

31 ３－１

（行政の業務継続体制の整備）
○　国の地方支分部局及びその出先機関並
びに道の本庁、振興局及び所管機関の業務
継続計画については、防災訓練等を通じ実
効性の検証を行い、必要に応じて計画の見
直しを行う。［国、道、市町村］《道内》

（行政の業務継続体制の整備）
○　国の地方支分部局及びその出先機関並
びに道の本庁、振興局及び所管機関の業務
継続計画については、大規模災害を想定し
た防災訓練等を通じ実効性の検証を行い、
必要に応じて計画の見直しを行う。［国、
道、市町村］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

32 ３－１

○　業務全体を対象にした市町村の業務継
続計画の整備を促進し、災害時における市
町村業務の継続体制を確保する。［道、市
町村］《道内》

○　業務継続に必要な６要素を盛り込んだ
計画の整備を促進し、災害時における市町
村業務の継続体制を確保する。［道、市町
村］《道内》

脆弱性評価結果
の反映

33 ３－１ －

（警察による警備体制の強化）
○　北海道警察災害警備計画や日本海溝・
千島海溝周辺海溝型地震・津波が発生した
際の初動対応ガイドラインに基づいて行動
する。また、災害時に全国より即応部隊で
ある広域緊急援助隊が来道した際の、受援
部隊については編成済みであり、救助活動
や治安の維持等に取組む。［国、道］《道
内》《道外》

新規追加

34 ４－１

（リスク分散を重視した企業立地等の促
進）
○　冷涼な気候や首都圏等との同時被災の
可能性が少ないといった本道の優位性を活
かし、データセンター等の本道への立地を
促進する。また、データセンターの集積に
不可欠である強靱かつ冗長的な情報通信イ
ンフラ環境の確保に向けた検討を行う。
［国、道、市町村、民間］《道外》

（リスク分散を重視した企業立地等の促
進）
○　豊富な再生可能エネルギーや首都圏等
との同時被災の可能性が少ないといった本
道の優位性を活かし、データセンター等の
本道への立地を促進する。また、データセ
ンターの集積に不可欠である強靱かつ冗長
的な情報通信インフラ環境の確保に向けた
検討を行う。［国、道、市町村、民間］
《道外》

修文・文言修正
等
軽微

35 ４－１

○　道内で災害が発生することで生ずる企
業における立地に対する不安を解消し、立
地意欲への影響を回避するため、復旧状況
や電力の安定供給などについての正確な情
報を道外に向けて発信する。［道］《道
内》

○　道内で災害が発生することで生ずる企
業における立地に対する不安を解消し、立
地意欲への影響を回避するため、電力の安
定供給などについての正確な情報を道外に
向けて発信する。［道］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

5



北海道強靱化計画　今後推進するべき施策（施策プログラム）修正・新規追加一覧表

番号 リスク
シナリオ

現行計画の施策プログラム 次期計画施策プログラム（案） 修正理由

資料２－２

36 ４－２ －

（港湾及び空港の機能強化）
○Ａ２－ＢＣＰを実効性のあるものとする
ため、防災訓練等を実施し、必要に応じ改
定を行うとともに、他機関との連携強化の
取組を推進する。［国、道、市町村］《道
内・道外》

新規追加

37 ４－２

○　北極海航路の利活用に向けて、道内港
湾の拠点化に向けた検討や航行船舶の誘致
など、貨物輸送体制の構築を進めるほか、
地理的に優位性のある北海道の港湾の新た
な活用方策やそのための機能整備のあり方
等について検討を進める。［国、道、民
間］《道内・道外》

○　北極海航路の利活用に向けて、最新動
向等に関する情報を産学官で共有する。
［国、道、民間］《道内・道外》

近年の情勢や制
度の変化に伴う
修正

38 ４－２

（陸路における流通拠点の機能強化）
○　広大な土地を有する北海道では、陸路
における円滑な物資輸送を担う流通拠点の
役割が重要であり、そうした拠点が被災し
た場合の代替機能の確保も困難であるた
め、流通拠点の機能強化や耐災害性を高め
る取組を進める。［国、道、市町村、民
間］《道内》

（陸路における流通拠点の機能強化）
○　広大な北海道では、陸路における円滑
な物資輸送を担う流通拠点の役割が重要で
あることから、その機能強化や耐災害性を
高める取組を進める。［国、道、市町村、
民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

39 ４－３

（道産食料品の販路拡大）
○　大災害時における食料の安定供給に対
応するためには、平時から十分な生産量を
確保することが必要であることから、食の
ブランド化や高付加価値化に向けた取組等
を通じ、農水産物や加工食品の販路拡大を
推進する。［国、道、市町村、民間］《道
内・道外》

（道産食料品の販路拡大）
○　大災害時において食料の供給を安定的
に行うためには、平時においても一定の生
産量を確保していくことが必要であること
から、食の高付加価値化とブランド化など
による販路の開拓・拡大、農水産物や加工
食品の輸出拡大の取組など、食関連産業の
さらなる成長につながる取組を推進する。
［国、道、市町村、民間］《道内・道外》

修文・文言修正
等
軽微

40 ４－３

（生鮮食料品の流通体制の確保）
○　道内外の災害時における生鮮食料品の
安定供給を確保するため、道内の卸売市場
や卸売業者で構成する「道内卸売市場災害
対応等ネットワーク推進会議」への関係事
業者の参画促進を図るなど、卸売市場及び
業者間の相互応援体制を強化する。［道、
市町村、民間］《道内・道外》

（生鮮食料品の流通体制の確保）
○　災害時における生鮮食料品の安定供給
を確保するため、道内卸売市場の関係者や
卸売業者の連携を促進する。［道、市町
村、民間］《道内・道外》

修文・文言修正
等
軽微

41 ５－１

（関係機関の情報共有化）
○　災害時における行政機関の通信回線を
確保するため、道と市町村を結ぶ総合行政
情報ネットワークの停電時対策や計画的な
更新、市町村等における衛星携帯電話の整
備を促進するなど、通信手段の多重化を促
進する。［道、市町村］《道内》

（関係機関の情報共有化）
○　災害時における行政機関の通信回線を
確保するため、道と市町村を結ぶ総合行政
情報ネットワークの停電時対策や計画的な
更新、衛星携帯電話や衛星インターネット
通信機器の整備を促進するなど、通信手段
の多重化を促進するとともに、操作方法の
習熟を促進する。［道、市町村］《道内》

近年の情勢や制
度の変化に伴う
修正

42 ５－１

（住民等への情報伝達体制の強化）
○　災害時に住民が安全な避難行動をとれ
るよう、国の避難勧告等に関するガイドラ
インの改定を踏まえた避難勧告等の判断・
伝達マニュアルの見直しを行うとともに、
各市町村における各種災害に係る避難勧告
等の発令基準の改定を促進する。［道、市
町村］《道内》

（住民等への情報伝達体制の強化）
○　災害時に住民が安全な避難行動をとれ
るよう、「避難指示等に係る具体的な発令
基準」を踏まえた各市町村における発令基
準の改定を促進する。［道、市町村］《道
内》

近年の情勢や制
度の変化に伴う
修正

6



北海道強靱化計画　今後推進するべき施策（施策プログラム）修正・新規追加一覧表

番号 リスク
シナリオ

現行計画の施策プログラム 次期計画施策プログラム（案） 修正理由

資料２－２

43 ５－１

（住民等への情報伝達体制の強化）
○　車両への交通情報の提供設備である光
ビーコンや交通情報板、停電時の信号機機
能停止を防止する信号機電源付加装置につ
いて、主要幹線道路と災害応急対策の拠点
を連絡する道路等における計画的な整備の
ほか、平時における保守点検を推進する。
［国、道］《道内》

（住民等への情報伝達体制の強化）
○　車両への交通情報の提供設備、停電時
の信号機機能停止を防止する信号機電源付
加装置、可搬式発動発電機と信号機の接続
を容易とする電源ボックスについて、主要
幹線道路と災害応急対策の拠点を連絡する
道路等における計画的な整備のほか、平時
における保守点検を推進する。［国、道］
《道内》

近年の情勢や制
度の変化に伴う
修正

44 ５－１

（外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対
策）
○　災害時も含め外国人観光客等の移動の
利便性を確保するため、道路案内標識の英
語表記やピクトグラム表記を推進するとと
もに、観光地における案内表示等の多言語
化を促進する。［国、道、市町村、民間］
《道内》

（外国人、観光客、高齢者等の要配慮者対
策）
○　災害時も含め外国人観光客等の移動の
利便性を確保するため、道路案内標識等の
英語表記やピクトグラム表記を推進すると
ともに、観光地における案内表示等の多言
語化を促進する。［国、道、市町村、民
間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

45 ５－１

（帰宅困難者対策の推進）
○　災害時における帰宅困難者対策とし
て、多様な媒体を通じ、気象情報、道路の
通行止めや交通機関の運休状況、一時避難
場所等に関する情報を迅速に周知する体制
を強化するとともに、民間企業との連携に
よる帰宅困難者支援の取組を促進する。
［国、道、市町村、民間］《道内》

（帰宅困難者対策の推進）
○　災害時における帰宅困難者対策とし
て、多様な媒体を通じ、気象情報、道路の
通行止めや交通機関の運休状況、一時避難
場所等に関する情報を迅速に周知する体制
を強化するとともに、民間企業との連携
し、冬期も考慮した帰宅困難者支援の取組
を促進する。［国、道、市町村、民間］
《道内》

脆弱性評価結果
の反映

46 ５－２

（電力基盤等の整備）
○　道内における電力基盤の増強に向け、
現在、国と民間により進められている送電
網整備に係る実証事業を促進するととも
に、これらの実証事業の拡大やＡＩ、Ｉｏ
Ｔといった新たな技術の活用なども視野
に、更なる電力基盤の強化に向けた取組を
推進する。［国、道、民間］《道内・道
外》

（電力基盤等の整備）
○　道内における電力基盤の増強に向け、
ＡＩ、ＩｏＴといった新たな技術の活用な
ども視野に、更なる電力基盤の強化に向け
た取組を推進する。［国、道、民間］《道
内・道外》

計画策定等の進
捗に伴う修正

47 ５－２

○　電力需給の安定に関する取組を着実に
実施するとともに、災害発生時において停
電の発生や復旧の目処などの情報を迅速に
把握し、道民等へ発信するため、国や電気
事業者等との連携強化を図る。［国、道、
民間］《道内》

○　電力の安定供給に向け、発電施設の施
設設備の老朽化や耐震化に計画的に取り組
むとともに、北海道胆振東部地震に伴う大
規模停電を踏まえ、電力需給の安定や再生
可能エネルギーの開発、導入に向け、国や
電気事業者等との連携強化を図る。［国、
道、民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

48 ５－２

○　災害時に自立分散型の電源として活用
が可能であり、冬季には廃熱による暖房熱
源としての機能を有するコージェネレー
ションシステムについて、防災上重要な施
設等への導入とともに、都市部における施
設間のネットワーク化を進める。［国、
道、市町村、民間］《道内》

○　余剰電力の蓄電や蓄電池からの電力供
給を行うことで、災害時に自立分散型の電
源として活用できる「Ｖ２Ｘ」の導入を進
める。［道、市町村］《道内》 近年の情勢や制

度の変化に伴う
修正

49 ５－２ －

○　道有施設への新エネ導入や省エネ導入
を率先して推進し、道内市町村や企業等へ
の普及拡大を図る。［道、市町村］《道
内》

新規追加
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番号 リスク
シナリオ

現行計画の施策プログラム 次期計画施策プログラム（案） 修正理由

資料２－２

50 ５－２

（多様なエネルギー資源の活用）
○　燃料電池自動車（ＦＣＶ）の普及など
水素需要の拡大を進めるとともに、天然ガ
ス・地熱の利用、メタンハイドレートの資
源化、廃棄物の電力・熱利用など、本道に
おけるエネルギー構成の多様化に向けた取
組を促進する。［国、道、市町村、民間］
《道内・道外》

（多様なエネルギー資源の活用）
○　本道におけるエネルギー構成の多様化
を推進するため、水素需要や天然ガス利用
の拡大とともに、本道周辺に賦存するメタ
ンハイドレートの資源化等に向けた取組を
促進する。［国、道、市町村、民間］《道
内・道外》

修文・文言修正
等
軽微

51 ５－２

○　石炭地下ガス化やクリーンコール技術
開発、石炭の採掘技術継承など本道の石炭
資源の有効活用に向けた取組を推進する。
［国、道、市町村、民間］《道内・道外》

○　道内では、石炭地下ガス化など本道に
豊富に賦存する石炭資源の有効活用に向け
た取組が進められてきており、こうした取
組はエネルギーの地産地消につながるもの
であることから、石炭採掘技術の継承とと
もにクリーンコール技術等の開発等によ
り、石炭資源の更なる活用を促進する。
［国、道、市町村、民間］《道内・道外》

修文・文言修正
等
軽微

52 ５－２

（石油燃料供給の確保）
○　石油供給関連事業者と国の機関や道、
市町村の間で結ばれている協定に基づき、
災害時の救助・救急・災害復旧活動等に必
要な車両や施設、避難所等に石油燃料が安
定的に確保されるよう、協定者間による平
時からの情報共有や連携を促進する。
［国、道、市町村、民間］《道内》

（石油燃料供給の確保）
○　災害時において緊急車両や避難所等へ
の石油燃料の安定供給を確保するため、石
油販売業者の団体や石油元売会社の団体と
の間で協定や覚書を締結しており、本協定
等が災害時に有効に機能するよう、平時か
らの情報共有など連携強化を図る。［国、
道、市町村、民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

53 ５－２

○　停電時においても円滑に燃料供給が可
能となるよう、自家発電設備を整備した北
海道地域サポートＳＳの周知を行うととも
に、事業者も含めた訓練を実施する。
［国、道、民間］《道内》

○　停電時においても円滑に燃料供給が可
能となるよう、自家発電設備を整備した北
海道地域サポートＳＳの周知や、石油販売
業者の団体等と連携した訓練を実施する。
［国、道、民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微

54 ５－３

（水道施設等の防災対策）
○　災害時における水道施設の機能不全に
備え、緊急時給水拠点の確保や給水訓練の
実施など、応急給水体制の整備を促進する
とともに関係団体と締結した覚書に基づ
き、復旧支援等を実施する。また、水道関
連団体等との連携による研修等を通じ、災
害対応を担う人材の育成を行う。［国、
道、市町村］《道内》

（水道施設等の防災対策）
○　積雪寒冷地の特性を踏まえて、災害時
における水道施設の機能不全に備え、緊急
時給水拠点の確保や給水訓練の実施など、
応急給水体制の整備を促進するとともに関
係団体と締結した覚書に基づき、復旧支援
等を実施する。また、水道関連団体等との
連携による研修等を通じ、災害対応を担う
人材の育成を行う。［国、道、市町村］
《道内》

脆弱性評価結果
の反映

55 ５－４

（航空ネットワークの機能維持・強化）
○　地元市町村をはじめ、道内７空港一括
民間委託に係る空港運営事業者等との適切
な連携、役割分担のもと新たな航空路線の
開設や既存路線の拡充、再開等、国際航空
路線の拡大に向けた取組とともに、地方空
港における道内、国内路線の維持確保に向
けた取組を推進する。［道、市町村、民
間］《道内・道外》

（航空ネットワークの機能維持・強化）
○　地元市町村をはじめ、道内７空港一括
民間委託に係る空港運営事業者等との適切
な連携、役割分担のもと新たな航空路線の
開設や既存路線の拡充、再開等、国際航空
路線の拡大に向けた取組とともに、地方空
港における道内、国内路線の維持・拡充に
向けた取組を推進する。［道、市町村、民
間］《道内・道外》

脆弱性評価結果
の反映

56 ５－４

（災害時における多様な交通手段の活用）
○　大規模災害でのガソリン不足や交通渋
滞の発生等により、移動手段として自転車
の活用のメリットが再認識されていること
から、災害時に利用可能な新たな交通手段
の活用方法や被災状況の早期把握手法のあ
り方等について検討する。［国、道、市町
村、民間］《道内》

○　災害時の自転車活用に係る勉強会や意
見交換において、移動手段として自転車の
活用のメリットを共有していることから、
都市部におけるシェアサイクルの活用や、
被災状況の把握・共有手法のあり方等につ
いて引き続き検討する。［国、道、市町
村、民間］《道内》

修文・文言修正
等
軽微
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